
 

 

裏面は保険証についての Q＆A 

お知らせ マイナンバーカードについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード・マイナポイントの申込やご質問はマイナンバーカードセンターへ 

場    所  交流ひろばＨｉＣａＬｉ内（町立図書館隣、トキハインダストリー２Ｆ） 

利 用 時 間     午前９時３０分から午後５時３０分まで 

１２月の休所日 毎週月曜日、４日（日）、１８日（日）、２９日（木）、３０日（金）、３１（土） 

年末年始の休所日 １２月２９日から１月３日まで 

カードの申込みは本人が運転免許証、健康保険証などの本人確認証明書をお持ちのうえ来場してください。

写真の撮影も無料で行っています。 

 

問合先   マイナンバーカードセンター０９７７－７３－３３００ 

住民生活課         ０９７７－７３－３１２２ 

各社携帯ショップでもマイナンバーカードの申込を受け付けています。 

ご利用ください。 

 

 

マイナンバーカードをつかった 

コンビニ交付をはじめます！ 

 

「コンビニ交付」とは、コンビニエンスストアでマイナンバーカードを

使って住民票や戸籍謄本、印鑑証明、所得課税証明を受け取れるサービ

スです。日出町でも令和５年３月２７日から始まります。 

利用できる時間帯は朝６時３０分から夜１１時まで。 

全国どこのコンビニでも受け取れます。 

マイナポイントの対象になるマイナンバーカードの申し込み期限は 

１２月末です！！ 

令和５年２月末まで最大２０，０００円相当のポイントが受け取れます。 

マイナポイント事業開始前にマイナンバーカードを作った人も対象になります。 

マイナポイントは、マイナンバーカードをお持ちならスマホアプリでも申し込

みができます。 

ポイントがもらえてコンビニ交付も始まるこの機会

にマイナンバーカードをつくりませんか。 

まだお持ちでない方には12月中旬までに地方公共団

体情報システム機構からＱＲコード付マイナンバー

カード交付申請書が送付されます。 

スマートフォンからの申請にも利用できます。 



 

 

 

 

 

 

Ｑ マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を 2024 年秋めどに廃止すると

聞きました。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診

療を受けることができなくなるのですか。 

Ａ 今までと変わりなく保険診療を受けることができます。 

従来の保険証ではなく、マイナンバーカード１枚で受診していただくことで、これまででき

なかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいたよ

り良い医療を受けられ、負担限度額も確認できるようになります。また、従来の保険証より

自己負担額が増えることは令和 4年 10月改定により改善されています。 

 

Ｑ マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気

がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいもの

なのですか。 

Ａ 今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバーカード

は、持ち歩いて使ってください。持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュ

カードやクレジットカードなどと同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、下記

の 24時間 365日フリーダイヤル（ 0120-95-0178 ）で受け付けておりますので、利用を一時

停止してください。 

 

Ｑ マイナンバーカードを落とすと、ＩＣチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな

情報が流出するので怖いです。 

Ａ マイナンバーカードのＩＣチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録さ

れていません。 

マイナンバーカードのＩＣチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住所・

生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コードです。 

落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療などの

個人情報を引き出すことはできませんし、ＩＣチップから不正に情報を読み出そうとすると、

ＩＣチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。 

 

Ｑ マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流出することはな

いのですか。 

Ａ マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う行政職

員しかおりません。また、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人情報のみ

で、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組みとなって

います。 

業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナポ

ータルにログインして、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。 
 

マイナンバーに関するお問い合わせ（全国のマイナンバーカード総合ダイヤル） 

０１２０－９５－０１７８ 
平日：9：30～20：00  土日祝：9：30～17：30 

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間 365日受付 

 
 

デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられた質問・疑問を抜粋して紹介します。 

令和４年 11月デジタル庁作成資料から抜粋 


